






研究目的 

世田谷区では 56 年 5月より,練馬区では 58 年 4 月よりマススクリーニングを開始した。テ

ストのみ当院で実施しているが,行政面での保健所,区役所の指導,協力による検体回収の

円滑化をはかり,回収率の向上を期すことが重要である。地域医療としての国立病院の使命

を発揮して,NBL の早期発見の利点を実証すべく,発見後は直ちに治療開始の態勢を作り,

発見患者の治療予後を公表してゆく。また,この機会に狭い地域ではあるが,NBL の発生の

実状を調査して疫学的な資料に貢献できる意義も深い 


